
提

出

者

内

山

晃

平
成
十
六
年
十
一
月
三
十
日
提
出

質

問

第

五

九

号

社
会
保
険
庁
の
来
年
度
か
ら
の
国
民
年
金
保
険
料
徴
収
業
務
と
年
金
相
談
業
務
の
一
部
を
外
部
委
託
す
る
件
に

関
す
る
質
問
主
意
書

59



社
会
保
険
庁
の
来
年
度
か
ら
の
国
民
年
金
保
険
料
徴
収
業
務
と
年
金
相
談
業
務
の
一
部
を
外
部
委
託
す
る
件
に

関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
九
日
付
け
朝
日
新
聞
夕
刊
に
、
『
平
成
十
七
年
度
か
ら
国
民
年
金
保
険
料
の
徴
収
業
務
と
年
金
相

談
業
務
の
一
部
を
外
部
委
託
す
る
た
め
に
、
社
会
保
険
事
務
所
ご
と
に
民
間
の
参
入
業
者
を
募
り
、
電
話
や
戸
別
訪
問
に
よ
る

納
付
督
励
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー
を
活
用
し
た
窓
口
で
の
年
金
相
談
を
行
う
』
と
あ
る
が
、
昨
今
の
年
金
制
度
改

革
の
動
き
に
伴
い
、
国
民
の
年
金
に
対
す
る
関
心
度
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
。

特
に
年
金
相
談
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
が
著
し
く
増
加
し
て
お
り
、
今
後
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
体
制
を
拡
充
し
、
充
実

し
て
い
く
こ
と
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

朝
日
新
聞
に
あ
る
記
事
は
、
社
会
保
険
庁
の
公
式
発
表
で
事
実
な
の
か
。

二

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー
は
、
国
家
資
格
で
は
な
く
、
い
か
な
る
根
拠
で
年
金
相
談
な
ど
の
業
務
を
委
託
す
る
の

か
。

三

本
来
で
あ
る
な
ら
ば
、
社
会
保
険
制
度
に
精
通
し
、
こ
れ
ま
で
も
年
金
の
相
談
・
指
導
、
書
類
の
作
成
、
手
続
き
を
業
務

一



と
し
て
数
多
く
の
事
業
者
、
被
保
険
者
、
年
金
受
給
権
者
と
接
し
、
社
会
保
険
事
務
を
適
正
に
扱
う
な
ど
数
々
の
実
績
と
経

験
を
有
す
る
国
家
資
格
者
で
あ
る
社
会
保
険
労
務
士
が
相
談
業
務
の
委
託
を
受
け
る
の
が
相
応
し
い
と
思
う
が
如
何
か
。

四

社
会
保
険
庁
の
村
瀬
清
司
長
官
は
、
民
間
の
損
保
会
社
の
出
身
だ
が
、
国
家
資
格
で
は
な
い
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン

ナ
ー
に
業
務
委
託
し
な
い
と
何
か
不
都
合
が
あ
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


